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２
．
審
査
請
求
の
状
況

　
前
回
集
計
期
間
か
ら
の
繰
り
越
し

　
分
及
び
今
回
集
計
期
間
の
審
査
請

　
求
は
あ
り
ま
せ
ん
。

個
人
情
報
保
護
制
度
の
運
用
状
況

問
総
務
課
　
　
　
撒（
57
）４
１
１
４

　
平
成
30
年
４
月
か
ら
平
成
31
年
３

月
ま
で
の
個
人
情
報
保
護
制
度
の
運

用
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

１
．
個
人
情
報
開
示
請
求
等
の
件
数

　
及
び
処
理
状
況

　
前
年
度
繰
り
越
し
分
及
び
当
該
年

　
度
の
請
求
分
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
訂
正
・
削
除
・
中
止
・
利
用
停
止

　
の
請
求
及
び
是
正
の
申
し
出
な
し

２
．
審
査
請
求
の
状
況

　
該
当
な
し

特
殊
詐
欺
対
策
電
話
機
等
の

購
入
費
を
支
援
し
ま
す

問
総
務
課
　
　
　
撒（
57
）４
１
２
８

特
殊
詐
欺
対
策
電
話
機
等
と
は

　
特
殊
詐
欺
の
被
害
を
防
止
す
る
た

　
め
に
、
次
に
掲
げ
る
機
能
の
い
ず

　
れ
か
を
有
す
る
固
定
電
話
機
又
は

　
固
定
電
話
機
に
接
続
し
て
用
い
る

　
装
置
を
い
い
ま
す
。

・
自
動
で
着
信
の
相
手
方
に
対
し
録

　
音
を
行
う
旨
の
応
答
を
し
、
録
音

　
を
行
う
機
能

・
警
察
又
は
地
方
公
共
団
体
等
が
提

　
供
す
る
迷
惑
電
話
番
号
情
報
を
自

　
動
で
登
録
し
、
か
つ
、
そ
の
登
録

　
さ
れ
た
電
話
番
号
か
ら
の
着
信
を

　
自
動
で
拒
否
で
き
る
機
能

補
助
の
対
象
と
な
る
方

・
野
木
町
に
居
住
し
、
か
つ
、
野
木

　
町
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ

　
て
い
る
65
歳
以
上
の
方
、
又
は
そ

　
の
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
員
。

・
世
帯
全
員
の
町
税
等
に
滞
納
が
無

　
い
こ
と
。

・
特
殊
詐
欺
対
策
電
話
機
等
を
購
入

　
し
て
い
る
こ
と
。

※
た
だ
し
、
補
助
金
の
交
付
は
１
世

　
帯
１
台
で
１
回
限
り
と
な
り
ま
す
。

補
助
金
額

　
購
入
費
の
２
分
の
１
以
内 

　（
１
０
０
円
未
満
切
捨
て
）、
上
限

　
５
千
円

補
助
金
の
申
請

（1）
補
助
金
申
請
書
（
総
務
課
窓
口
に

　
あ
り
ま
す
。） 

（2）
領
収
書
（
品
名
、
品
番
、
購
入
者

　
氏
名
等
が
記
載
さ
れ
、
販
売
者
の

　
領
収
印
が
押
印
さ
れ
て
い
る
も 

　
の
）、
又
は
そ
の
写
し

（3）
購
入
し
た
機
器
の
機
能
が
確
認
で

　
き
る
書
類
（
カ
タ
ロ
グ
又
は
説
明

　
書
の
写
し
等
）

（4）
印
鑑 

（5）
銀
行
等
の
口
座
番
号
が
わ
か
る
も

　
の
（
通
帳
等
）

※
ご
不
明
な
点
は
、
お
気
軽
に
お
問

　
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

日
曜
交
付
の
お
知
ら
せ

問
住
民
課
　
　
　
撒（
57
）４
１
２
６

日
５
月
26
日（
日
）９
時
〜
12
時

所
住
民
課

持
参
す
る
物（
必
須
）

・
カ
ー
ド
交
付
の
案
内
ハ
ガ
キ

・
通
知
カ
ー
ド

・
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
等
）

持
参
す
る
物（
お
持
ち
の
方
）

・
印
鑑
登
録
証

・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

情
報
公
開
制
度
の
運
用
状
況

問
総
務
課
　
　
　
撒（
57
）４
１
１
４

　
平
成
30
年
10
月
か
ら
平
成
31
年
３

月
ま
で
の
情
報
公
開
制
度
の
運
用
状

況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

※
情
報
公
開
に
つ
い
て
は
、
町
ホ
ー

　
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

１
．
公
開
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況

※
未
決
定
件
数
と
は
、
次
回
の
集
計

　
期
間
に
公
開
決
定
等
を
繰
り
越
し

　
た
件
数
を
い
い
ま
す
。

※
一
件
の
請
求
に
対
し
、
複
数
の
決

　
定
等
が
為
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
た

　
め
、
請
求
件
数
と
処
理
件
数
は
必

　
ず
し
も
一
致
し
ま
せ
ん
。

お知らせ

未
決
定
件
数

公
文
書
不
存
在
件
数

非
公
開
件
数

公開件数 請求件数

部
分
公
開
件
数

全
部
公
開
件
数

 

前
回
の
集
計
期
間
内
の

 

請
求
分
で
繰
り
越
し
た
件
数

今
回
の
集
計
期
間
内
の
請
求
分
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